
【横瀬川ダム環境委員会規約 抜粋】
第２条（目 的）

本会は、横瀬川ダム建設による自然環境
や生態系等の影響について検討し、影響予
測評価及び保全措置の必要性等に関して
助言・提言を行うことを目的とする。

第４条（任 務）
委員会は、次の事項について審議し、助言・提言を行う。
①横瀬川ダム建設による自然環境や生態系等への影響予測評価及び保全措置の必
要性等に関する事項

②その他、委員会の目的を達成するために必要な事項

横瀬川ダム環境委員会（第３回）の位置付けについて

資料資料２２

●予測の手法●予測の手法

●現地状況の確認●現地状況の確認

●委員会設置●委員会設置

●調査状況・結果●調査状況・結果
審議審議

●予測結果●予測結果

●評価結果●評価結果

●保全措置●保全措置

審議審議
●委員会（第●委員会（第22回）の回）の

審議結果を反映した審議結果を反映した
修正内容の審議修正内容の審議

事務局にて委員会事務局にて委員会
報告書とりまとめ報告書とりまとめ

委員会（第３回）委員会（第３回）

平成平成2020年年1212月月1717日日

委員会（第委員会（第11回）回）

平成平成2020年年22月月2121日日

委員会（第２回）委員会（第２回）

平成平成2020年年1010月月1515日日

●委員会の審議結●委員会の審議結
果を反映した修正内果を反映した修正内
容の審議容の審議

委員会（次回以降）委員会（次回以降）

委員会の「目的」、委員会の「目的」、
「任務」の遂行「任務」の遂行

遂行されたと判遂行されたと判
断される断される

遂行されたと判遂行されたと判
断されない断されない


